
■推進体制図

■構成（13名） 副市長、教育長、部長級職員

■オブザーバー 政策課長等ほか

（15名）

■所掌事項 公共施設マネジメント計画の推進に係る総合調整、進捗管理

を行う。

（具体的な取組み内容の総合調整、数値目標の進捗管理など）

■事務局 財産管理課

■外部委員（10名）

公共施設マネジメントに関し専門的知識を有する者等

のうちから市長が委嘱する。

■役割

霧島市の公共施設の総合的かつ計画的な管理に関す

る事項について、意見をいただく。

霧島市公共施設マネジメント計画推進本部（庁内委員会）

■グループ員 総合支所長、関係課長、施設所管課職員の中から

部会長が指名

※部会長は、推進本部のオブザーバーメンバーが担う

※原則として、部ごとに設置

■所掌事務 公共施設の管理等に関する実務的な検討

公共施設マネジメント施策に関する実務的な検討

作業部会

推進委員会（外部委員会）

連携

ＰＤＣＡサイクルの「Ｐ」と「Ｃ」の時点で意見をいた

だく。

Ｐ（ﾌﾟﾗﾝ）では、公共施設マネジメントの取組みに

ついて、前年度の取組み結果（速報）及び今年度

以降の取組み内容を説明し、委員から取組み内

容について意見をもらう。（時期：4月～5月）

Ｃ（ﾁｪｯｸ）では、前年度の取組み結果及び本年度

の進捗状況を報告し、委員に検証していただき来

年度の取組みに向けて意見を聴取し、次年度以

降の取組み方針の参考とする。（時期：11月）

委員会は、年2回開催する。

ただし、平成27年度は第1期実施計画（前期：Ｈ27

～Ｈ31年度）策定作業のため、第1回目を12月に、

第2回目を2月に開催する。


